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次

告
　
　
　
示

○
家
畜
伝
染
病
予
防
法
に
基
づ
く
家
畜
の
検
査
の
実
施
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
…
…
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…
…
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一

○
家
畜
伝
染
病
の
発
生
…
…
…
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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一

○
団
体
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改
良
事
業
の
完
了
…
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…
…
…
…
…
…
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…
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四
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一

○
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
決
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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○
道
路
の
区
域
変
更
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四
七
二

○
道
路
の
供
用
開
始
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四
七
二

○
建
築
基
準
法
に
基
づ
く
道
路
位
置
指
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四
七
二

正
　
　
　
誤

○
平
成
二
十
年
二
月
十
四
日
付
号
外
第
六
号
中
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四
七
二

○
平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日
付
号
外
第
二
十
二
号
中
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四
七
三

告
　
　
　
示

山
梨
県
告
示
第
三
百
五
十
七
号

山
梨
県
告
示
第
百
号
（
平
成
二
十
年
三
月
十
三
日
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
年
八
月
十
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

本
則
の
表
牛
の
ヨ
ー
ネ
病
の
発
生
予
防
の
た
め
の
項
検
査
の
方
法
の
欄
中
第
三
号
を
第
四
号
と
し
、

第
二
号
を
第
三
号
と
し
、
第
一
号
を
第
二
号
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

一
　
予
備
的
抗
体
検
出
法
に
よ
る
検
査

山
梨
県
告
示
第
三
百
五
十
八
号

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
家
畜
伝
染
病
の
発
生
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
年
八
月
十
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

家
畜
伝
染

家
畜
の

患
畜
又
は
疑
似

発
生

発
　
生
　
場
　
所

発
　
生
　
年
　
月
　
日

病
の
種
類

種
類

患
畜
の
区
分

頭
数

ヨ
ー
ネ
病

山
羊

患
畜

二

富
士
河
口
湖
町
船

平
成
二
十
年
七
月
十
七
日

津
字
剣
丸
尾

山
梨
県
告
示
第
三
百
五
十
九
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
百
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

山
梨
市
長
か
ら
次
の
と
お
り
土
地
改
良
事
業
の
工
事
を
完
了
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
年
八
月
十
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

土
地
改
良
事
業
名

地
　
区
　
名
　
　
　
　
　
　
工
事
完
了
年
月
日

基
盤
整
備
促
進
事
業

矢
坪
地
区
　
　
　
　
　
　
平
成
二
十
年
三
月
二
十
五
日

山
梨
県
告
示
第
三
百
六
十
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
県
営

土
地
改
良
事
業
（
大
月
北
部
地
区
県
営
中
山
間
地
域
総
合
整
備
事
業
）
の
計
画
を
定
め
た
の
で
、
次
の

と
お
り
関
係
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
当
該
公
告
に
係
る
決
定
に
対
し
て
異
議
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き

る
。

平
成
二
十
年
八
月
十
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
縦
覧
書
類

県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し

二
　
縦
覧
期
間

平
成
二
十
年
八
月
十
五
日
か
ら
同
年
九
月
十
一
日
ま
で

三
　
縦
覧
場
所

大
月
市
役
所

四
　
異
議
申
立
期
間

平
成
二
十
年
九
月
十
二
日
か
ら
同
年
九
月
二
十
六
日
ま
で

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
八
百
七
十
八
号
　
　
平
成
二
十
年
八
月
十
四
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日
　
定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
六
、八
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

四
七
一

山
梨
県
公
報
平
成
二
十
年

八
月
十
四
日

第
千
八
百
七
十
八
号

木　曜　日



山
梨
県
告
示
第
三
百
六
十
一
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
富
士
・
東
部
建

設
事
務
所
吉
田
支
所
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
年
九
月
四
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供

す
る
。平

成
二
十
年
八
月
十
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
道
路
の
種
類
　
一
般
国
道

二
　
路
　
線
　
名
　
一
三
七
号

三
　
道
路
の
区
域

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

旧
新

敷
地
の
幅
員

延
　
　
　
長

の
別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

富
士
河
口
湖
町
大
字
船
津
字
大
久
保
四
〇
四
一
番

旧

七
・
八
五
〜

二
一
五
・
〇

の
六
地
先
か
ら

八
・
七
〇

富
士
河
口
湖
町
大
字
船
津
字
大
久
保
四
〇
五
三
番

の
一
地
先
ま
で

新

一
〇
・
八
五
〜

二
一
五
・
〇

一
一
・
七
〇

山
梨
県
告
示
第
三
百
六
十
二
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
中
北
建
設
事
務

所
（
峡
北
支
所
を
除
く
。）
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
年
九
月
四
日
ま
で
一
般
の
縦

覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
八
月
十
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

道
路
の

路
　
線
　
名

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

延
　
　
　
長

供
用
開
始
の

種
類

（
メ
ー
ト
ル
）
期
日

県
道

島
上
条
宮
久

甲
斐
市
大
字
大
垈
字
久
保
入
二
二
四

三
五
八
・
〇
平
成
二
十
年

保
絵
見
堂
線

六
番
の
二
地
先
か
ら

八
月
二
十
九

甲
斐
市
大
字
団
子
新
居
字
中
原
六
六

日

七
番
の
二
地
先
ま
で

山
梨
県
告
示
第
三
百
六
十
三
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
道
路

の
位
置
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。
そ
の
関
係
図
書
は
、
山
梨
県
峡
東
建
設
事
務
所
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
八
月
十
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
道
路
の
位
置

笛
吹
市
御
坂
町
夏
目
原
字
前
の
木
一
二
六
〇
番
一

二
　
道
路
の
幅
員

最
大
四
・
八
四
メ
ー
ト
ル
　
最
小
四
・
七
三
メ
ー
ト
ル

三
　
道
路
の
延
長

三
四
・
二
二
メ
ー
ト
ル

正
　
　
　
誤

ペ
ー
ジ

段

行

誤

正

○
　
平
成
二
十
年
二
月
十
四
日
山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
四
号
（
山
梨
県
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規

則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
）

四

上

終
わ
り
か
ら
七

、
そ
の
額
」
を
「
そ
の
額

あ
つ
て
は
、」
を
「
あ
つ
て

は

○
　
平
成
二
十
年
二
月
十
四
日
山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
七
号
（
山
梨
県
学
校
職
員
の
給
与
に
関
す

る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
）

五

下

終
わ
り
か
ら
八

、
そ
の
額
」
を
「
そ
の
額

あ
つ
て
は
、」
を
「
あ
つ
て

は

○
　
平
成
二
十
年
二
月
十
四
日
山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
号
（
山
梨
県
警
察
職
員
の
給
与
に
関
す

る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
）

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
八
百
七
十
八
号
　
　
平
成
二
十
年
八
月
十
四
日

四
七
二



七

上

六

、
そ
の
額
」
を
「
そ
の
額

あ
つ
て
は
、」
を
「
あ
つ
て

は

○
　
平
成
二
十
年
二
月
十
四
日
山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
号
（
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
関

す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
）

一
一

上

終
わ
り
か
ら
七

「
中
「
第
一
条
第
十
一
号
」
を
「
第
一
条
第
十
号
に
改
め

、
同
号
」
を
削
る
。

○
　
平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日
山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
三
十
六
号
（
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員

等
の
給
料
月
額
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
）

六

下

終
わ
り
か
ら
十
三

「
第
二
号
」

「
第
三
号
」

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
八
百
七
十
八
号
　
　
平
成
二
十
年
八
月
十
四
日

四
七
三
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目
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梨
県
公
報
　
　
第
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七
十
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号
　
　
平
成
二
十
年
八
月
十
四
日

四
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